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Ⅰ.
 

は
じ
め
に 

 

日
本
近
代
の
始
点
は
明
治
維
新
に
お
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
明
治
維
新
は
通
常
、

幕
末
の
動
乱
か
ら
王
政
復
古
を
経
て
近
代
国
家
の
形
成
に
至
る
一
連
の
歴
史
過
程
を

意
味
す
る
。
幕
藩
体
制
か
ら
近
代
天
皇
制
国
家
の
成
立
、
封
建
社
会
か
ら
資
本
主
義
社

会
へ
の
移
行
過
程
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
基
点
と
な
る
の
が
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年

の
五
箇
条
の
誓
文
で
あ
り
、
明
治
新
政
府
は
公
議
輿
論
の
尊
重
、
開
国
和
親
な
ど
新
し

い
政
治
理
念
を
宣
言
し
た
。 

明
治
維
新
に
よ
っ
て
人
々
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

明
治
新
政
府
が
目
指
し
た
の
は
、
国
家
の
独
立
を
守
り
、
欧
米
列
強
（
西
洋
）
と
肩
を

並
べ
る
強
国
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
政
府
は
「
富
国
強
兵
」
の
合
言
葉

の
も
と
、
西
洋
か
ら
近
代
的
な
諸
制
度
や
技
術
を
導
入
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
近
代

化
と
は
、
西
洋
化
と
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
、
政
治
、
経

済
制
度
の
変
化
は
人
々
の
身
体
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
を
支
え
る

身
体
（
近
代
的
身
体
）
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
近
代
化
が
必
要

で
あ
っ
た
。 

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
身
体
観
、
つ
ま
り
日
本
が
近
代
化
す
る
に
あ
た

り
、
ど
の
よ
う
な
身
体
が
必
要
と
さ
れ
、
理
想
と
さ
れ
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
着
目
す
る
の
は
近
代
化
へ
の
起
点
と
い
え
る
一
八
六
八
年
頃
か
ら
、

日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
と
い
う
二
つ
の
対
外
戦
争
に
勝
利
し
た
一
九
〇
五
年
頃
ま
で
と

す
る
。
こ
の
期
間
は
、
日
本
の
近
代
化
の
開
始
か
ら
、
世
界
史
の
中
に
日
本
が
近
代
国

家
と
し
て
登
場
す
る
頃
ま
で
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

ま
ず
、
日
本
近
代
の
身
体
観
を
考
察
す
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
近
代
化
以
前
の

身
体
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
つ
ぎ
に
、
以
下
の
三
つ
の
視
点
か
ら
日
本
近
代

の
身
体
観
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
一
つ
は
、
軍
の
身
体
、
つ
ま
り
国
民
皆
兵
の
理
念

の
も
と
公
布
さ
れ
た
徴
兵
令
の
目
指
す
身
体
で
あ
る
。
二
つ
目
は
最
初
の
教
育
の
機
会

で
あ
る
小
学
校
に
お
い
て
目
標
と
さ
れ
た
身
体
。
三
つ
目
は
、
メ
デ
ィ
ア
（
少
年
雑
誌
）

に
あ
ら
わ
れ
た
身
体
で
あ
る
。 

 

Ⅱ.
 

近
代
化
が
必
要
な
身
体 

本
章
で
は
、
西
洋
化
が
必
要
な
身
体
と
は
ど
の
よ
う
な
身
体
で
あ
っ
た
の
か
、
明
治

期
の
写
真
、
絵
画
な
ど
か
ら
、
近
代
化
過
程
に
あ
る
身
体
が
ど
の
よ
う
な
身
体
で
あ
っ

た
か
確
認
し
た
い
。 

人
間
は
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
状
態
で
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
人
間
は
、
そ
の
生
ま
れ

た
社
会
の
影
響
を
受
け
成
長
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
社
会
体
制
が
変
わ
れ
ば
、
人
間
自

体
、
そ
し
て
そ
の
身
体
も
変
わ
る
と
考
え
て
よ
い
。
常
日
頃
我
々
は
、
自
然
な
身
体
を

獲
得
し
て
い
る
と
考
え
が
ち
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
自
然
な
身
体
と
は
、
社
会
や
文

化
に
彩
ら
れ
た
身
体
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
の
身
体
も
現
代
社
会
の
文
化
に
彩
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
以
降
の
日
本
人
の
年
齢
別
の
身
長
、
体
重
の
推
移
を
み

て
み
れ
ば
、
約
一
一
〇
年
前
の
身
体
と
、
現
在
の
我
々
の
身
体
が
、
体
格
の
面
で
大
幅

に
違
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
表
１
か
ら
表
４
の
通
り
で
あ
る
。
１
）

こ

れ
は
、
こ
の
一
一
〇
年
間
の
社
会
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

一
九
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
の
体
格
の
変
化
を
概
観
す
る
と
、
六
歳
男
子
の

平
均
身
長
は
一
〇
七
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
一
六
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
へ
、

一
七
歳
男
子
の
平
均
身
長
は
一
五
七
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
七
〇
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
へ
と
伸
び
て
い
る
。
同
様
に
六
歳
女
子
の
平
均
身
長
は
一
〇
四
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
か
ら
一
一
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
へ
、
一
七
歳
女
子
の
平
均
身
長
は
一
四

七
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
五
七
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
へ
と
伸
び
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
応
し
て
、
六
歳
男
子
の
平
均
体
重
は
一
七
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
二
一
・

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
へ
、
一
七
歳
男
子
の
平
均
体
重
は
五
〇
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
六
三
・

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
へ
、
六
歳
女
子
の
平
均
体
重
は
一
七
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
二
一
・
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
へ
、
一
七
歳
女
子
の
平
均
体
重
は
四
七
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
五
二
・
九

キ
ロ
グ
ラ
ム
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
表
１
か
ら
表
４
に
よ
れ
ば
、
特
に
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
伸
び
し
ろ
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
デ
ー
タ
は
、
一
九
〇
〇
年
以
降

の
も
の
で
あ
り
、
日
本
が
経
験
し
た
初
め
て
の
対
外
戦
争
で
あ
る
日
清
戦
争
（
一
八
九

四
年
か
ら
一
八
九
五
年
）
後
か
ら
の
記
録
で
あ
る
。
対
外
戦
争
が
ひ
と
つ
の
契
機
と
な

っ
て
国
民
体
育
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
国
民
の
体
位
向
上
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
る
と
、
一
九
〇
〇
年
以
前
の
日
本
人
の
体
格
が
、
こ
の
デ
ー
タ
よ
り
大
幅
に
よ



 

 

か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
水
準
と
同
等
か
そ
れ
以
下
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

              

 

も
ち
ろ
ん
身
体
の
変
化
は

身
長
、
体
重
と
い
っ
た
体
格

面
の
み
で
は
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写
真
１
か
ら
写
真
３
は
一

八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に

フ
ラ
ン
ス
人
ウ
ー
グ
・
ク
ラ

フ
ト
が
撮
影
し
た
写
真
で
あ

る
。
２
）

日
本
は
欧
米
列
強
と

肩
を
並
べ
る
た
め
に
近
代
化

（
西
洋
化
）
を
推
し
進
め
た

の
だ
が
、
そ
れ
は
一
朝
一
夕
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
写
真
を
見

れ
ば
、
一
八
八
二
年
で
は
、
丁

髷

ち
ょ
ん
ま
げ

、

褌
ふ
ん
ど
し

一
丁
、
褌
に
半
纏

は
ん
て
ん

と
い
っ
た
格
好
が
一

般
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
だ
洋
装
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
緒
に
写

っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
と
比
し
て
、
日
本
人
が
小
柄
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ

る
。 図

１
か
ら
図
３
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
が
描
い
た
鉄
道
の
様
子
で
あ
る
。
３
）

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に

刊
行
さ
れ
た
画
集
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
４ 

東
海
道
線
は
一
八
八
九
（
明

治
二
二
）
年
に
新
橋
‐
神
戸
間

が
全
通
し
、
片
道
約
二
〇
時
間

で
移
動
し
た
。
鉄
道
は
、
技
術

の
標
準
化
に
よ
る
敷
設
距
離

の
延
長
、
大
量
輸
送
、
長
距
離

移
動
、
定
時
運
行
な
ど
、
日
本

の
近
代
化
を
支
え
る
技
術
で

あ
っ
た
。
こ
の
鉄
道
を
利
用
す

る
人
々
を
と
ら
え
た
ス
ケ
ッ

チ
か
ら
も
人
々
の
様
子
が
よ

く
わ
か
る
。 

 

三
等
車
は
国
民
の
大
部
分

を
占
め
る
一
般
庶
民
、
大
衆
と

い
わ
れ
る
階
層
の
人
々
が
利

用
す
る
。
着
物
姿
に
帽
子
、
半

纏
姿
に
長
靴
、
蓑
笠
姿
の
人
々
等
が
、
切
符
を

買
う
た
め
に
窓
口
に
集
ま
っ
て
い
る
。
整
然
と
列
を
作
る
の
で
は
な
く
、
雑
然
と
集
ま

っ
て
い
る
さ
ま
は
、
「
並
ぶ
」
と
い
う
習
慣
が
ま
だ
身
体
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 
二
等
車
の
乗
客
は
中
流
階
級
以
上
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
椅
子
に
腰
を
か
け
る

と
い
う
習
慣
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
靴
を
脱
い
で
座
席
に
座
っ
て
い
る
。
履
物

も
草
履
、
靴
、
下
駄
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。 

 

一
等
車
の
乗
客
は
上
流
階
級
。
お
金
持
ち
で
あ
る
。
女
性
は
着
物
姿
だ
が
、
男
性
は
洋

装
で
あ
る
。
子
供
に
も
洋
服
を
着
せ
て
い
る
。
女
中
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
二

写真１ 箱根 カゴに乗って 

写真２ 二人引きのジンリキシャ 

写真３ フンドシ姿で一服 

図１ 切符を買う三等車の乗客たち 

『日本人生活のユーモア画集』第一集 

『東京・神戸間の鉄道』明治三二年（『別冊太陽』，

Ｎｏ.九五「ビゴーがみた世紀末ニッポンより） 



 

 

等
車
、
三
等
車
の
乗
客
と
比
べ
る

と
、
そ
の
居
住
ま
い
の
違
い
が
よ

く
わ
か
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
が
近
代
化

す
る
に
伴
い
、
日
本
人
の
身
な
り

や
身
体
技
法
も
近
代
化
さ
れ
た
。

身
体
が
近
代
の
（
西
洋
の
）
制
度

に
適
応
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
裸
に
な
る
習
慣
、
丁

髷
、
半
纏
や
着
物
な
ど
の
和
装
、

座
り
方
な
ど
の
身
体
技
法
が
、
近

代
化
の
た
め
に
切
り
捨
て
ら
れ
た

り
、
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り

し
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

 

 

Ⅲ.
 

徴
兵
令
の
身
体 

兵
士
の
身
体
の
肉
体
的
（
数
値
的
）
尺
度
を
示
し
た
の
が
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年

一
月
に
公
布
さ
れ
た
「
徴
兵
令
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
軍
制
の
影
響
が
大
で

あ
っ
た
。
徴
兵
令
は
、
満
二
〇
歳
の
男
子
を
徴
し
、
抽
選
で
、
常
備
軍
５
）
（
三
年
）
、

第
一
後
備
軍
６
）
（
二
年
）
、
第
二
後
備
軍
７
）
（
二
年
）
の
合
計
七
年
間
の
兵
役
服
務
義

務
を
定
め
た
。
そ
の
ほ
か
満
一
七
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
の
男
子
で
免
役
さ
れ
た
も
の
以

外
の
す
べ
て
を
国
民
軍
の
兵
籍
に
登
録
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
民
皆
兵
」
の
理
念

を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
広
範
な
免
役
条
項
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
実
現

は
遠
か
っ
た
。 

こ
の
徴
兵
令
の
第
三
章
、
常
備
兵
免
役
概
則
、
第
一
条
に
「
身
ノ
丈
ケ
五
尺
一
寸

（
曲
尺
）
未
満
者
」
、
第
二
条
に
「
羸

弱

る
い
じ
ゃ
く

ニ
シ
テ
宿
痾

し
ゅ
く
あ

及
ビ
不
具
等
ニ
テ
兵
役
ニ
堪

ザ
ル
者
」
と
あ
る
。
五
尺
一
寸
は
、
約
一
五
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
水
準
は

当
時
の
日
本
人
の
体
位
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
の
高
水
準
だ
っ
た
。
８
）

兵
士
に
な
る

に
は
、
こ
の
高
水
準
の
体

格
と
、
病
弱
で
な
い
丈
夫

な
身
体
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

「
一
家
の
主
人
（
戸
主
）
」

「
家
督
を
継
ぐ
べ
き
者
」

「
ひ
と
り
子
ひ
と
り
孫
」

「
養
子
」
な
ど
が
免
役
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
徴
兵

令
は
軍
隊
の
性
格
が
内
乱

鎮
圧
か
ら
対
外
的
軍
事
力
、

外
征
軍
へ
と
転
換
し
て
い

く
に
伴
い
改
正
さ
れ
、
主

に
免
役
条
項
が
制
限
さ
れ

た
。 

そ
し
て
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に

そ
れ
ま
で
の
徴
兵
令
が
改
正
、

従
来
の
免
役
条
項
が
基
本
的
に

全
廃
さ
れ
て
、
こ
こ
に
「
国
民

皆
兵
」
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
新
徴
兵
令
は
一

九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
兵
役

法
制
定
に
引
き
継
が
れ
る
ま
で
、

根
本
的
に
改
正
さ
れ
ず
存
続
し
、

日
本
に
お
け
る
一
般
兵
役
義
務

制
の
法
的
骨
格
と
な
っ
た
。 

そ
の
第
一
条
で
は
「
日
本
帝

国
臣
民
ニ
シ
テ
満
十
七
歳
ヨ
リ

満
四
十
歳
迄
ノ
男
子
ハ
、
総
テ

兵
役
ニ
服
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ

ノ
ト
ス
」
と
定
め
ら
れ
た
。
９
）

兵
役
は
常
備
兵
役
、
後
備
兵
役
、

図２ 二等車…履物の陳列…下駄… 

『日本人生活のユーモア画集』第一集 

『東京・神戸間の鉄道』明治三二年 

図３ 一等車の乗客たち 

『日本人生活のユーモア画集』第一集

『東京・神戸間の鉄道』明治３２年

（『別冊太陽』，Ｎｏ.九五「ビゴーが

みた世紀末ニッポン」より） 

図４ 身体検査の助言者 

『日本人生活のユーモア画集』第二集 

『兵士の一日』明治三二年 

（『ビゴー日本素描集』より） 



 

 

国
民
兵
役
と
さ
れ
た
。
１
０
） 

こ
の
新
徴
兵
令
に
基
づ
く
徴

兵
検
査
で
は
「
甲
種
合
格
者
、
乙

種
合
格
者
の
順
に
抽
せ
ん
を
行

な
い
、
当
せ
ん
者
を
現
役
に
徴
集

し
た
。
落
せ
ん
者
は
一
年
間
予
備

徴
員
と
し
、
現
役
の
欠
員
補
充
要

員
と
し
た
。
予
備
徴
員
を
終
っ
た

も
の
お
よ
び
丙
種
合
格
者
は
国

民
兵
役
に
編
入
さ
れ
た
。
丁
種
は

「
廃
疾
又
は
不
具
」
お
よ
び
身
長

四
尺
八
寸
（
一
四
五
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
不
合

格
免
役
で
あ
っ
た
」
。
１
１
）

つ
ま
り

最
低
で
も
身
長
一
四
五
・
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
身
体
が
優
良
な
（
兵
士
と
な
る
に
値
す
る
）
身
体
だ
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
１
２
） 

図
４
１
３
）

は
、
徴
兵
検
査
の
現
場
で
あ
る
。
褌
一
丁
で
、
身
長
が
測
定
さ
れ
て
い
る

場
面
だ
。 

図
５
１
４
）

は
、
新
兵
の
招
集
の
様
子
で
あ
る
。
徴
兵
検
査
の
合
格
者
は
貧

富
や
学
歴
に
関
係
な
く
招
集
対
象
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
、
裸
足
の
貧
乏
人
か
ら
洋
装

の
金
持
ち
ま
で
あ
ら
ゆ
つ
階
層
の
青
年
が
集
ま
っ
た
。 

徴
兵
検
査
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
身
体
を
数
値
に
換
算
し
、
優
劣
を
判
定
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
徴
兵
と
い
う
視
点
か
ら
、
兵
士
に
な
れ
る
優
良 

な
身
体
と
兵
士
と
な
れ
な
い
身
体
の
間
に
明
確
に
境
界
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
徴
兵
令
と
い
う
基
準
に
よ
り
、
兵
士
に
な
れ
る
、
ま
た
は
兵
士
に
な
れ
な
い
と
い
う

価
値
基
準
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
兵
士
に
な
れ
て
も
、
甲
、
乙
、
丙
と
身
体
が
ラ
ン
ク
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
が
階
層
秩
序
的
二
項
対
立
で
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
１
５
） 

 

Ⅳ.
 

小
学
校
教
育
が
理
想
と
し
た
身
体 

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、「
学
制
」
が
頒
布
さ
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
近
代
教
育

制
度
の
幕
開
け
で
あ
る
。 

本
章
で
は
、
教
育
制
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
身
体
観
が
提
示
さ
れ
た
の
か
を
、
義

務
教
育
で
あ
り
身
体
形
成
の
基
礎
段
階
と
い
え
る
小
学
校
に
着
目
し
、
考
察
し
た
い
。 

学
制
で
は
、
小
学
校
は
教
育
の
初
級
で
あ
り
、
必
ず
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
た
。
小
学
校
の
基
本
は
尋
常
小
学
で
、
こ
れ
は
上
下
二
等
に
分
か
れ
て
い
た
。

下
等
小
学
は
六
歳
か
ら
九
歳
ま
で
、
上
等
小
学
は
一
〇
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
が
学
齢
と

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
小
学
校
は
八
年
間
の
義
務
教
育
だ
っ
た
。 

図５ 新兵の招集 

『日本人生活のユーモア画集』第二集

『兵士の一日』明治三二年 

（『ビゴー素描コレクション一 ‐明

治の風俗‐』より 

図６ 榭中体操法図 

（岸野雄三監修 大場和義解説，『近代体育文献集成』第Ⅰ期 第八巻 

体操Ⅰ 日本図書センター，昭和五七年，より） 



 

 

 
身
体
に
関
す
る
教
科
目
は
、
「
体
術
」
と
い
う
科
目
名
で
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
の
内
容

が
明
示
さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
「
改
正
小
学
教
則
」
で
、
上
等
小

学
校
に
お
い
て
「
毎
級
体
操
ヲ
置
ク
体
操
ハ
一
日
一
二
時
間
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
榭
中

体
操
法
図
東
京
師
範
学
校
板
体
操
図
等
ノ
書
ニ
ヨ
リ
テ
ナ
ス
ヘ
シ
」
１
６
）

と
規
定
さ
れ

た
。
小
学
校
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
体
操
科
の
規
定
で
あ
る
。『
榭
中
体
操
法
図
』（
図

６
）
１
７
）

に
お
け
る
体
操
の
目
的
は
、
三
育
主
義
の
上
に
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
示
さ
れ
た
体
操
は
、
徒
手
の
体
操
の
み
で
あ
っ
た
。 

一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に
は
学
制
を
廃
し
て
「
教
育
令
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
よ
り
教
育
の
普
及
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
二
一
三
章
１
８
）

あ
っ
た
学
制
か
ら
、

教
育
令
で
は
四
七
条
に
簡
素
化
さ
れ
た
。
１
９
）

義
務
教
育
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
六

歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
短
四
年
間
一
六
ヶ
月
ま
で
短
縮
す
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
。 

こ
の
教
育
令
で
、
体
操
科
は
（
教
育
令
で
は
体
術
で
は
な
く
体
操
と
し
て
い
る
）
土

地
の
状
況
に
応
じ
て
行
う
加
設
科
目
と
さ
れ
た
。
体
操
科
の
内
容
は
、
一
八
八
一
（
明

治
一
四
）
年
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
十
五
条
で
は
「
体

操 

初
等
科
ノ
初
ハ
適
宜
ノ
遊
戯
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
漸
次
徒
手
運
動
ニ
及
フ
へ
シ
中

等
科
及
高
等
科
ニ
至
テ
ハ
兼
テ
器
械
運
動
ヲ
ナ
サ
シ
ム
へ
シ
」
２
０
）

と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
じ
め
て
、
体
操
科
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。 

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
四
月
一
〇
日
「
小
学
校
令
」
が
制
定
さ
れ
た
。
２
１
）

こ

れ
は
、
初
代
文
部
大
臣
森
有
礼
の
教
育
的
理
想
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
２
２
） 

小
学
校
令
で
は
小
学
校
を
尋
常
、
高
等
の
二
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
修
業
年
限
を

四
年
と
し
、
尋
常
小
学
校
の
四
年
間
を
義
務
教
育
と
し
た
。
六
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
の

八
年
間
が
学
齢
で
あ
る
。 

小
学
校
令
の
施
行
規
則
と
い
う
べ
き
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」（
同
年
五
月
）
に 

お
い
て
、
体
操
科
は
必
修
科
目
と
な
っ
た
。
内
容
は
「
体
操
ハ
幼
年
ノ
児
童
ニ
ハ
遊
戯

稍
長
シ
タ
ル
児
童
ニ
ハ
軽
体
操
男
児
ニ
ハ
隊
列
運
動
ヲ
交
フ
」
と
さ
れ
た
。
軽
体
操
は
、

「
小
学
校
教
則
綱
領
」
で
示
さ
れ
た
徒
手
運
動
、
器
械
運
動
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
新

た
に
隊
列
運
動
が
加
え
ら
れ
た
。
隊
列
運
動
は
、
後
に
兵
式
体
操
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

「
気
を
つ
け
」「
休
め
」
等
の
整
頓
の
仕
方
や
、
行
進
の
方
法
な
ど
を
扱
っ
た
も
の
で 

あ
る
。 

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
一
〇
月
七
日
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
じ

め
て
小
学
校
教
育
の
目
的
が
明
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
第
一
条 

小
学
校
ハ
児
童
身
体

ノ
発
達
ニ
留
意
シ
テ
道
徳
教
育
及
国
民
教
育
ノ
基
礎
並
其
生
活
ニ
必
須
ナ
ル
普
通
ノ

知
識
技
能
ヲ
授
ク
ル
ヲ
以
テ
本
旨
ト
ス
」
で
あ
る
。 

小
学
校
は
尋
常
、
高
等
の
二
段
階
に
分
け
ら
れ
、
尋
常
小
学
校
の
修
業
年
限
は
三
年

ま
た
は
四
年
、
高
等
小
学
校
の
修
業
年
限
は
二
年
、
三
年
ま
た
は
四
年
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
義
務
教
育
年
限
は
最
短
三
年
と
な
っ
た
。
こ
の
第
三
条
で
、
尋
常
小

学
校
の
体
操
科
は
、
再
び
土
地
の
情
況
に
よ
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
る
加
設
科
目
と
さ

れ
た
。 

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
一
一
月
一
七
日
の
「
小
学
校
教
則
大
綱
」
第
十
一
条
で

は
、
体
操
科
の
目
的
が
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
。「
体
操
ハ
身
体
ノ
成
長
ヲ
均
斉
ニ
シ

テ
健
康
ナ
ラ
シ
メ
精
神
ヲ
快
活
ニ
シ
テ
剛
毅
ナ
ラ
シ
メ
兼
ネ
テ
規
律
ヲ
守
ル
ノ
習
慣

ヲ
養
フ
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
学
校
体
操
科
の
内
容
を
遊
戯
、
普

通
体
操
、
兵
式
体
操
と
し
た
。
こ
う
し
て
小
学
校
に
お
い
て
兵
式
体
操
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
体
操
科
の
目
的
は
、
当
初
、
三
育
主
義
に
基
づ
き
身
体
を

強
壮
に
す
る
た
め
に
体
操
を
実
施
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
体
操
科
に
気

質
鍛
練
的
な
見
方
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
一
八
九
〇
（
明
治

二
三
）
年
の
教
育
勅
語
の
影
響
が
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。
教
育
勅
語
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
ま
で
日
本
の
教
育
の
基
本
方
針
で
あ
り
、
教
育
の
基
本
は
忠
孝
の
道
徳

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
「
一
旦
緩
急
ア
レ
ハ
義
勇
公
ニ
奉
シ
」
と
あ
り
、
国

家
に
緊
急
の
事
態
が
お
こ
れ
ば
国
に
身
命
を
さ
さ
げ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。 

 

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
八
月
二
〇
日
小
学
校
令
が
再
び
改
正
さ
れ
た
。
尋
常
小

学
校
の
修
業
年
限
は
四
年
、
つ
ま
り
義
務
教
育
は
四
年
間
と
な
っ
た
。 

体
操
科
に
つ
い
て
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
十
九
条 

 

尋
常
小
学
校
ノ
教
科
目
ハ
修
身
、
国
語
、
算
術
、
体
操
ト
ス 

第
二
十
条 

 

高
等
小
学
校
ノ
教
科
目
ハ
修
身
、
国
語
、
算
術
、
日
本
歴
史
、
地

理
、
理
科
、
図
画
、
唱
歌
、
体
操
ト
シ
女
児
ノ
為
ニ
ハ
裁
縫
ヲ
加

フ 
第
二
十
九
条 

小
学
校
ニ
於
テ
ハ
校
舎
、
校
地
、
校
具
及
体
操
場
ヲ
備
フ
へ
シ 

第
七
十
条 

 

明
治
二
十
三
年
勅
令
第
二
百
十
五
号
小
学
校
令
第
三
条
ニ
依
リ
体

操
科
ヲ
欠
ケ
ル
尋
常
小
学
校
ニ
於
テ
ハ
明
治
三
十
六
年
三
月
三
十

一
日
迄
仍
従
前
ノ
例
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
七
十
一
条 

既
設
ノ
尋
常
小
学
校
ニ
シ
テ
体
操
場
ノ
設
備
ナ
キ
モ
ノ
ハ
明
治
三



 

 

十
八
年
三
月
三
十
一
日
迄
其
ノ
設
備
ヲ
猶
予
ス 

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
猶
予
ノ
期
間
内
体
操
科
ヲ
欠
ク 

コ
ト
ヲ
得 

  

こ
の
小
学
校
令
に
よ
り
、
再
び
尋
常
小
学
校
の
体
操
科
が
加
設
科
目
か
ら
正
課
科
目

に
な
っ
た
。
体
操
科
が
必
修
科
目
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
小
学
校
令
改
正
要
領
」

で
は
「
尋
常
小
学
校
ニ
於
テ
ハ
従
来
土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
体
操
科
ヲ
欠
ク
コ
ト
ヲ
許
シ

タ
ル
モ
体
育
ノ
重
ン
ス
へ
キ
理
由
ニ
依
リ
之
ヲ
改
メ
テ
必
修
科
目
卜
為
ス
」
２
３
）

と
述

べ
て
い
る
。
体
育
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
特
に
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
小
学
校
令
の
改
正
に
と
も
な
い
、
新
小
学
校
令
の
施
行
規
則
も
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
で
は
、
第
十
条
で
体
操
科
の
目
的
を
「
体
操
ハ
身
体
ノ

各
部
ヲ
均
斉
ニ
発
育
セ
シ
メ
四
肢
ノ
動
作
ヲ
機
敏
ナ
ラ
シ
メ
以
テ
全
身
ノ
健
康
ヲ
保

護
増
進
シ
精
神
ヲ
快
活
ニ
シ
テ
剛
毅
ナ
ラ
シ
メ
兼
ネ
テ
規
律
ヲ
守
リ
共
同
ヲ
尚
フ
ノ

習
慣
ヲ
養
フ
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
な
目
的
に
改
め
ら

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
授
業
で
行
う
内
容
は
、
尋
常
小
学
校
で
は

遊
戯
、
普
通
体
操
、
高
等
小
学
校
で
は
遊
戯
、
普
通
体
操
、
加
え
て
男
子
に
兵
式
体
操

と
さ
れ
た
。 

学
校
衛
生
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
三
島
通
良
は
、
こ
の
小
学
校
令
改
正
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

今
度
の
小
学
校
令
の
改
正
と
云
ふ
に
付
い
て
は
、
学
校
衛
生
上
の
こ
と
に
関
係

す
る
所
の
改
正
が
、
一
番
主
な
る
も
の
と
言
つ
て
よ
い
位
で
あ
り
ま
す
。
…
…
中

略
…
…
此
度
の
改
正
に
付
い
て
、
改
正
中
の
重
な
る
も
の
と
申
し
ま
す
る
と
云
う

と
。
一
は
積
極
的
の
ほ
う
か
ら
言
ひ
ま
す
と
児
童
の
健
康
を
保
護
す
る
と
云
ふ
こ

と
ゝ
。
教
育
を
奨
励
す
る
と
云
ふ
こ
と
の
二
ツ
ご
ざ
り
ま
す
。
…
…
中
略
…
…
衛

生
上
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
積
極
的
に
な
つ
た
の
は
、
何
か
と
云
へ
ば
、
体
操
を
必

修
科
目
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
中
略
…
…
学
校
に
於
け
る
体
操
と
云
ふ
も

の
は
、
そ
ん
な
に
長
い
時
間
を
授
け
る
も
の
で
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
、
故
に
疲
労
す
る

こ
と
は
、
少
な
い
が
其
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
影
響
は
、
重
大
な
る
も
の
で
、
之
に
依

て
国
民
の
体
格
を
作
る
と
云
ふ
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
特
に
我
邦
に
於
て
は
、
男
子

は
悉
く
兵
役
に
従
事
す
る
義
務
を
有
つ
て
居
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
兵
役
に
従
事

す
る
に
は
、
完
全
の
身
体
で
無
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
、
而
し
て
国
民
の
健
康
の
身

体
を
作
る
に
は
、
学
校
で
作
る
の
外
な
い
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
学
校
に
於
て

体
操
を
必
修
科
と
し
て
課
す
る
の
は
、
最
も
適
当
な
る
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
此

が
改
正
の
積
極
的
の
方
針
の
一
つ
で
ご
ざ
り
ま
す
。
２
４
） 

 

つ
ま
り
三
島
は
、
小
学
校
令
改
正
の
一
番
重
要
な
点
は
学
校
衛
生
の
重
視
だ
と
い
う
。

健
康
な
身
体
、
兵
役
に
適
す
る
身
体
を
育
成
す
る
た
め
に
、
学
校
衛
生
を
重
視
す
る
よ

う
に
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
体
操
科
の
必
修
科
目
化

と
兵
役
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
２
５
） 

こ
の
よ
う
に
、
小
学
校
令
の
中
で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
学
校
教
育
、
と

く
に
体
操
科
で
は
、
兵
役
の
た
め
の
身
体
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。 

 

近
代
学
校
制
度
が
導
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
身
体
に
関
す
る
科
目
が
小
学
校
に
設
置

さ
れ
て
い
た
。
身
体
へ
の
教
育
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

体
操
科
は
、「
均
斉
な
身
体
の
成
長
」「
健
康
」「
快
活
で
剛
毅
な
精
神
」「
規
律
を
守
る

習
慣
」
な
ど
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
れ
は
兵
役
に
適
す
る
身
体
を
養
成

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
小
学
校
体
操
科
で
は
、
遊
戯
、
普

通
体
操
、
兵
式
体
操
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

Ⅴ.
 

少
年
雑
誌
に
あ
ら
わ
れ
た
身
体 

 

さ
て
、
軍
や
学
校
以
外
の
場
で
は
ど
の
よ
う
な
身
体
観
が
提
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

少
年
雑
誌
の
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
身
体
観
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な

身
体
が
求
め
ら
れ
た
の
か
考
察
し
た
い
。
本
稿
で
は
当
時
を
代
表
す
る
少
年
雑
誌
『
少

年
世
界
』
と
そ
の
前
身
で
あ
る
『
幼
年
雑
誌
』『
日
本
之
少
年
』
の
記
事
に
注
目
す
る
。 

 

ま
ず
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。 

 

「
聖
上
陛
下
に
む
か
ひ
奉
り
て
。
忠
節
を
尽
す
の
み
な
ら
ず
。
亦
我
父
母
に
事つ

か

へ

て
孝
行
を
つ
く
す
べ
し
」
２
６
） 

「
第
一
に
父
母
に
つ
か
え
て
は
、
孝
行
を
つ
く
す
べ
し
…
…
中
略
…
…
不
敬
な
る
事

な
き
よ
う
に
…
…
中
略
…
…
我
身
に
と
り
て
あ
り
か
た
く
、
た
う
と
ぶ
べ
き
も
の
は
、

第
一
に
天
皇
陛
下
な
り
第
二
に
父
母
な
り
、
第
三
に
国
所
に
ま
つ
れ
る
神
々
さ
ま
な

り
」
２
７
） 

「
孝
経
に
身
体
髪
膚
之
を
父
母
に
う
く
、
敢
て
毀
傷
せ
さ
る
は
孝
の
始
め
な
り
と
い



 

 

へ
り
。
…
…
中
略
…
…
諸
君
は
我
が
身
体
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
我
等
は
皆
尊
き
父
母
の

分
身
な
り
」
２
８
） 

「
若
シ
一
朝
事
ア
ル
ニ
当
テ
ハ
身
命
ヲ
モ
抛
テ
王
事
ニ
勤
メ
己
レ
ノ
名
ヲ
挙
ゲ
父

母
ヲ
顕
ハ
シ
芳
名
ヲ
青
史
ニ
止
ム
ル
ニ
ア
リ
」
２
９
） 

「
諸
君
の
か
ら
だ
は
、
諸
君
の
御
両
親
か
ら
貰
ッ
た
身
体
で
あ
る
か
ら
し
て
自
分
だ

け
で
勝
手
に
す
る
事
は
出
来
な
い
、
又
、
若
し
身
体
を
そ
こ
ね
て
、
病
気
に
な
る
と
ん

（
マ
マ
）

、

負
傷
を
す
る
と
か
す
れ
ば
諸
君
の
御
両
親
は
、
ど
ん
な
に
心
配
を
な
さ
る
か
知
れ
な
い
、

親
に
心
配
を
か
け
れ
ば
親
に
不
幸
で
あ
る
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
身
体
は
、
常
時

い
つ
で
も

、

気
を
付
け
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
す
、
…
…
中
略
…
…
成
可

な
る
べ
く

、
戸
外
の
空
気
の
よ

い
所
で
運
動
を
す
る
こ
と
を
務
む
べ
し
、
身
体
が
丈
夫
に
な
り
、
勉
強
も
出
来
て
、
親

に
心
配
も
か
け
ず
、
こ
れ
が
大
な
る
孝
行
の
一
ツ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
３
０
） 

 

こ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
あ
き
ら
か
に
身
体
は
自
分
の
も
の
で
は
な
く
父
母
の
も
の
で

あ
り
、
か
つ
国
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。
国
の
た
め
に
自
分
の
命
を
投
げ
出
す

こ
と
が
美
徳
で
あ
り
、
親
孝
行
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
孝
経
に
あ

る
「
身
體
髪
膚
、
受
之
父
母
。
不
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
。
」
の
教
え
に
従
っ
た
も
の
で
、

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
日
本
の
教
育
の
基
本
理
念
で

あ
っ
た
教
育
勅
語
の
徳
目
の
内
容
に
忠
実
で
あ
る
。
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家
主
義
的

な
精
神
と
身
体
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

そ
し
て
、
以
下
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
身
体
は
健
康
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。 

 

「
丁
年
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
徴
兵
ニ
応
ジ
皆
検
査
ヲ
受
ケ
虚
弱
ナ
ル
者
ハ
退
ケ
ラ
レ
健

康
ナ
ル
モ
ノ
ハ
堂
々
タ
ル
兵
士
ト
ナ
リ
テ
国
家
ヲ
保
護
ス
ベ
シ
」
３
１
） 

「
古
人
云
は
ず
や
健
康
な
る
身
体
に
健
康
な
る
精
神
舎
る
と
若
し
諸
君
に
衛
生
に

注
意
せ
ず
身
体
虚
弱
な
ら
ん
か
い
か
で
か
今
日
の
名
誉
を
永
遠
に
維
持
し
益
国
光
を

発
揚
し
て
先
輩
の
遺
志
を
続
く
を
得
ん
や
」
３
２
） 

「
身
体
を
鍛
錬
強
固
に
し
以
て
世
界
の
勁
敵
に
当
る
底
の
覚
悟
な
か
る
可
か
ら
ず

嗚
呼
健
康
は
立
国
の
基
と
宣
な
る
か
な
」
３
３
） 

「
堅
固
な
る
精
神
は
健
康
な
る
身
体
に
宿
る
と
は
古
い
か
な
る
聖
人
の
云
ひ
給
ひ

け
ん
人
の
此
世
に
あ
つ
て
何
事
な
す
に
も
己
が
身
体
健
康
な
ら
ざ
れ
ば
い
か
に
ゆ
た

か
な
る
智
識
あ
り
と
も
如
何
に
多
く
の
富
を
な
す
と
も
実
際
に
応
じ
て
活
動
せ
し
む

る
こ
と
難
か
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
一
朝
無
情
の
魔
風
に
襲
は
れ
て
空
し
く
病
の
床
に

呻
吟

し
ん
ぎ
ん

し
遂
に
あ
へ
な
く
北
丘
一
片
の
煙
と
消
え
失
す
る
な
ど
誠
に
嘆
か
は
し
き
こ

と
ゞ
も
な
り
さ
れ
ど
人
も
し
運
動
に
心
を
寄
せ
常
に
摂
養
に
注
意
し
事
を
勉
め
て
止

ま
ず
ば
己
れ
の
望
み
を
達
す
べ
し
」
３
４
） 

「
身
体
の
健
康
＝
人
と
生
れ
た
か
ら
に
は
長
寿
し
て
、
少
し
で
も
長
く
少
し
で
も
多

く
御
国
の
為
に
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぬ
と
い
ふ
肝
腎
な
事
」
３
５
） 

 

こ
の
よ
う
に
、
少
年
雑
誌
の
記
事
の
中
で
は
、
国
家
、
社
会
、
将
来
の
た
め
に
健
康

で
い
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
。
健
康
な
身
体
と
は
立
派
な
兵
士
と
な
れ
る

身
体
、
富
国
強
兵
を
担
う
身
体
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
積
極
的
に
身
体
を
健
康
に
す
る
方
法
と
し
て
、
運
動
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。 

 

「
人
ノ
身
体
ヲ
強
壮
ニ
シ
精
神
ヲ
活
発
ナ
ラ
シ
ム
ノ
法
ハ
体
操
ニ
若
ク
ハ
ナ
シ
故

ニ
人
ハ
毎
日
時
間
ヲ
定
期
シ
テ
体
操
ヲ
為
シ
以
テ
身
体
強
壮
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ベ

シ
」
３
６
） 

「
身
体
の
健
全
を
図
る
為
に
も
、
天
賦
の
生
命
を
恙つ

つ

が
な
く
保
つ
に
も
運
動
が
必
要

で
あ
る
、
適
度
に
運
動
す
る
の
利
益
は
一
々
数
へ
ら
れ
ぬ
程
沢
山
に
あ
る
…
…
中
略
…

…
（
第
一
）
運
動
す
る
に
、
筋
肉
の
新
陳
代
謝
を
燉

さ
か
ん

に
す
る
…
…
中
略
…
…
学
校
等

に
て
課
す
る
体
操
遊
戯
は
此
の
規
則
を
生
理
的
に
応
用
し
た
最
良
の
運
動
法
で
あ
る

…
…
中
略
…
…(

第
二)

運
動
す
る
と
、
血
液
の
循
環
を
よ
く
す
る
…
…
中
略
…
…
運
動

を
よ
く
す
る
人
は
、
運
動
を
し
な
い
人
よ
り
も
概
し
て
循
環
が
良
好
で
あ
る
、
従
っ
て

強
壮
で
あ
る
…
…
中
略
…
…(

第
三)

運
動
す
る
と
神
経
を
健
か
に
す
る(

第
四)

運
動

す
る
と
消
化
を
よ
く
す
る
…
…
中
略
…
…(

第
五)

運
動
す
る
と
、
呼
吸
器
が
丈
夫
に
な

る
…
…
中
略
…
…
軍
人
は
皆
な
運
動
を
よ
く
す
る
の
で
、
身
体
が
壮
健
で
見
る
か
ら
が

立
派
で
あ
る
」
３
７
） 

 

こ
の
よ
う
に
運
動
の
必
要
性
を
説
き
、
軍
人
の
身
体
を
理
想
と
し
て
提
示
し
た
の
で



 

 

あ
る
。 

健
康
な
身
体
の
提
示
は
、
小
学
校
令
の
内
容
を
充
分
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
一
八
八
九
年
、
一
九
〇
〇
年
の
小
学
校
令
改
正
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
体
操
科

の
目
的
に
沿
っ
て
い
る
。
少
年
雑
誌
は
そ
の
記
事
の
中
で
、
健
康
な
身
体
の
形
成
を
目

指
し
、
く
わ
え
て
長
生
き
し
て
国
の
た
め
に
尽
す
こ
と
を
読
者
に
求
め
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
以
下
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
読
者
で
あ
る
少
年
は
未
来
の
兵
士
で
あ
る

こ
と
も
求
め
ら
れ
た
。 

 

「
少
年
諸
子
は
、
其
不
具
癈
疾

は
い
し
つ

な
ら
ざ
る
以
上
は
、
必
ず
や
早
晩
国
民
の
必
任
義

務
あ
る
兵
役
と
云
ふ
関
門
を
潜
り
脱
け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
、
学
者
に
な
る
に
も
商
売
を
営

む
に
も
、
農
業
に
従
事
す
る
に
も
又
将
校
に
な
る
に
も
下
士
に
な
る
に
も
、
皆
一
度
は

こ
の
関
門
中
の
人
と
な
る
の
で
あ
る
」
３
８
） 

 

こ
の
記
事
で
は
、
読
者
に
国
民
の
義
務
で
あ
る
兵
役
に
つ
い
て
説
明
し
、
新
し
く
徴

集
さ
れ
た
兵
士
の
姿
勢
の
悪
さ
を
示
し
、
こ
れ
を
諌
め
て
い
た
（
図
７
参
照
）。
読
者

は
軍
国
の
少
年
で
あ
り
、
兵
役
は
近
未
来
図
で
あ
っ
た
。 

日
露
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
。 

 

「
国
民
五
千
万
、
満
胸
の
熱
誠
を
以
て
去
る
二
月
十
日
、
宣
戦
の
御
詔
勅
を
拝
し
奉

り
、
小
生
等
も
ま
た
諸
君
と
共
に
、
軍
国
の
国
民
と
し
て
出
来
る
限
り
、
国
家
の
為
に

力
を
致
し
ま
せ
う
、
直
接
に
敵
を
挫
く
は
軍
人
の
役
目
で
す
が
、
私
等
は
又
間
接
に
国

民
の
士
気
を
鼓
舞
し
志
操
を
確
固
た
ら
し
め
や
う
と
思
ひ
ま
す
」
３
９
） 

 

「
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
今
軍
国
で
あ
る
、
露
西
亜
と
戦
争
の
最
中
で
あ
る
。

此
時
に
当
つ
て
、
軍
国
の
少
年
と
し
て
、
我
が
海
軍
の
こ
と
な
ぞ
は
、
当
然
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
思
ふ
」
４
０
） 

 

こ
れ
ら
の
記
事
に
示
さ
れ
る
通
り
、
読
者
は
軍
国
の
少
年
と
し
て
戦
争
に
関
わ
る
こ

と
が
当
然
と
さ
れ
た
。
天
皇
を
頂
点
と
し
た
徴
兵
制
に
よ
る
軍
隊
を
確
立
し
た
軍
隊
国

家
と
も
い
え
る
国
民
国
家
日
本
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。 

前
の
三
島
の
見
解
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
小
学
校
体
操
科
は
、
ま
ず
、
徴
兵
検
査
に
合
格

す
る
身
体
を
目
指
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
同
様
に
少
年
雑
誌
の
記
事
で
も
、
徴
兵
検
査

に
合
格
す
る
身
体
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
個
人
の
死
、
い
の

ち
ま
で
も
が
国
家
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
。 

 

「
死
の
価
値 

死
は
個
人
の
為

め
に
も
、
社
会
の
為
め
に
も
、
大
な

る
損
失
に
相
違
無
い
。
が
、
損
を
し

て
徳
を
取
る
と
云
ふ
事
も
あ
る
。
殊

に
死
の
損
失
に
比
し
て
、
更
に
そ
の

徳
の
大
な
る
事
が
あ
る
。
…
…
中
略

…
…
此
等
惜
む
可
き
諸
勇
士
の
死
が
、

能
く
三
軍
の
士
気
を
鼓
舞
し
、
国
民

の
気
慨
を
激
励
し
得
た
と
す
れ
ば
、

一
個
勇
士
の
死
は
、
や
が
て
数
十
の

勇
士
を
喚
起
し
、
一
双
の
志
士
の
最

期
は
、
却
て
千
百
の
懦
夫
を
起
た
し

め
る
動
機
と
成
る
。
こ
れ
を
思
へ
ば

死
者
そ
の
人
達
は
、
宣
し
く
地
下
に

瞑
し
て
可
な
り
だ
。 

死
す
可
き
時
に

死
せ
ざ
れ
ば
、
死
に
優
る
の
恥
あ
り

と
は
、
古
武
士
の
教
に
あ
る
事
だ
が
、

死
も
そ
の
時
期
宜
し
き
を
得
れ
ば
、

損
に
し
て
損
に
あ
ら
ず
、
却
つ
て
万

金
に
も
換
へ
難
い
事
に
成
る
。
而
も
斯
う
云
ふ
死

を
こ
そ
、
丈
夫
の
本
懐
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」
４
１
） 

「
彼
の
日
露
戦
役
に
於
て
、
病
め
る
父
を
看
護
す
る
に
由
な
く
、
老
い
た
る
母
を

顧
み
る
に
暇
無
く
、
之
を
打
捨
て
ゝ
国
の
為
君
の
為
満
州
の
戦
場
に
勇
ま
し
い
働
き
を

為
し
た
る
も
の
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。
之
等
の
勇
士
は
孝
道
を
欠
き
た
る
不
孝
者
で
あ

る
か
と
云
ふ
に
、
決
し
て
左
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
君
に
忠
な
る
所
以
は
親
に
孝
な
る

所
以
で
あ
り
ま
す
。
一
国
は
重
く
し
て
一
家
は
軽
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
之
等
勇

士
は
、
忠
臣
に
し
て
且
つ
孝
子
た
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
な
の
で
す
」
４
２
） 

 

戦
場
で
死
ぬ
こ
と
が
い
の
ち
を
無
駄
に
終
わ
ら
せ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど

図７ 新たに徴されたる兵 

（多賀宗之，「兵卒時代（軍事談）上 国民義務」， 

『少年世界』，第六巻一号，明治三三年より） 



 

 

こ
ろ
か
戦
場
で
の
死
が
名
誉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
身
体
を
国
家
に
縛
り
つ
け

る
こ
と
で
、
個
人
の
意
思
を
も
拘
束
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
読
者
の
身
体
は
、
国
家
の
た
め
の
身
体
、
兵
士
と
な
る
身
体
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
い
の
ち
ま
で
が
国
家
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
個
人
の
名
前
は
失
わ
れ
、
兵
士
と
い
う
非
人
称
の
存
在
に
な
る
こ
と
が
理
想
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
少
年
雑
誌
が
読
者
に
兵
士
と
し
て
臣
民
と
し
て
の
身
体
を
提
示
し
た
一
方
で
、

記
事
に
あ
ら
わ
れ
な
い
身
体
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
雑
誌
記
事
で
は
、

運
動
を
し
、
衛
生
に
注
意
を
払
い
、
軍
人
の
よ
う
な
健
康
な
身
体
を
目
指
す
こ
と
を
理

想
の
身
体
像
と
し
て
示
し
て
い
た
。
し
か
し
兵
士
と
し
て
役
に
立
た
な
い
身
体
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
少
年
雑
誌
の
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
言
説
は
、
軍

人
と
な
れ
な
い
身
体
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
役
に
立
た
な
い
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
具
体
的
に
言
及
し
な
い
こ
と
で
、
排
除
、
隠
蔽
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
４
３
） 

 

Ⅵ.
 

む
す
び 

 

日
本
は
近
代
化
に
伴
い
、
西
洋
か
ら
移
入
し
た
近
代
制
度
を
支
え
る
た
め
の
身
体
を

必
要
と
し
た
。
よ
っ
て
軍
隊
や
学
校
な
ど
の
教
育
機
関
は
、
近
代
制
度
を
支
え
る
身
体

の
養
成
を
目
指
し
た
。
ま
た
、
少
年
雑
誌
の
記
事
か
ら
、
学
校
や
軍
隊
以
外
の
場
で
も
、

そ
の
よ
う
な
身
体
の
形
成
を
目
標
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
身
体

は
「
共
同
体
／
共
同
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
で
き
る
。 

 

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
人
々
が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
新
聞
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
聞
が
近
代
国
民
意
識
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
大
量

消
費
さ
れ
る
商
品
と
し
て
の
出
版
物
が
読
者
の
間
に
新
し
い
同
時
性
の
観
念
を
生
み

出
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
資
本
主
義
の
生
産
シ
ス
テ
ム
と
、
印
刷
・
出
版
と
い
う
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
が
結
び
付
い
た
出
版
資
本
主
義
が
「
国
民
」（
＝
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
心
に
描
か
れ
た
想
像
の
政
治
共
同
体
）
の
創
出
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
４
４
） 

少
年
雑
誌
の
記
事
は
、
少
年
の
身
体
が
健
康
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
れ
は
、
兵

士
と
し
て
戦
え
る
身
体
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
立
派
な
軍
人
に
な
る

た
め
の
健
康
な
身
体
を
理
想
と
す
る
身
体
観
が
、
読
者
に
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
活

字
を
通
し
て
共
通
の
身
体
観
を
可
視
化
し
、
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
通
の
身
体

観
は
「
わ
れ
わ
れ
」
＝
「
国
民
」
と
い
う
意
識
に
結
び
付
く
。
な
ぜ
な
ら
、
少
年
雑
誌

で
示
さ
れ
た
身
体
観
は
軍
や
教
育
が
理
想
と
す
る
身
体
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
た
め
の
身
体
を
理
想
と
す
る
身
体
観
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
／
「
か

れ
ら
」
の
区
分
を
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
共
同
体
４
５
）

を
形
成
し
た
。
同
時
に
、

身
体
を
、
理
想
的
と
さ
れ
る
身
体
へ
画
一
化
、
均
一
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
共
通
の
身
体
観
は
、
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
、
雑
誌
記
事
の
中
で
「
死
」
を
も
管
理
す
る
言
説
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

身
体
が
「
共
同
体
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
自
分
自
身
で
は
確
認
（
経
験
）
出
来
な
い
「
死
」
に
関
す
る
言
及
は
、
そ
れ
を

看
取
る
他
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
身
体
と
「
共
同
体
」
は

不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
「
共
同
体
」
が
「
死
」
を
管
理
し
、
そ
の
「
死
」
に

向
か
う
身
体
を
「
生
産
」
す
る
と
い
う
点
が
、
近
代
的
身
体
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
よ
う
。 

共
通
の
身
体
観
（
つ
ま
り
、
立
派
な
軍
人
に
な
る
た
め
の
健
康
な
身
体
を
理
想
と
す

る
身
体
観
）
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
身
体
を
目
指
す
と
き
、
身
体
は
「
生
産
」
の

シ
ス
テ
ム
に
乗
せ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
健
康
な
身
体
を
ま
る
で
モ
ノ
の

よ
う
に
「
生
産
」
し
、
そ
の
身
体
、
生
命
を
「
消
費
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
戦
争

に
つ
ぎ
込
む
体
制
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
身
体
も
ま
た
「
共
同
体
」

に
よ
っ
て
の
み
確
認
可
能
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
個
々
の
身
体
、
生
命
は

「
誕
生
」
す
る
の
で
は
な
く
、「
生
産
」
さ
れ
る
。「
共
同
体
」
と
し
て
の
国
民
国
家
の

た
め
に
身
体
、
生
命
が
「
生
産
」
さ
れ
、
そ
の
「
共
同
体
」
の
存
続
の
た
め
に
そ
の
身

体
、
生
命
が
兵
士
と
し
て
「
消
費
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

近
代
的
身
体
の
形
成
は
、
主
に
学
校
教
育
、
軍
隊
な
ど
、
国
家
の
主
導
に
よ
っ
て
近

代
国
民
国
家
形
成
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
少
年
雑

誌
は
、
そ
の
誌
上
に
国
家
の
た
め
に
働
く
丈
夫
な
身
体
を
理
想
的
身
体
像
と
し
て
示
し
、

近
代
的
身
体
の
形
成
を
強
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
近
代
的
身
体
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
「
生
産
」
と
「
消
費
」
の
サ
イ
ク
ル
に
の
せ
ら
れ
た
身
体
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。 

 

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
拙
著
『
身
体
の
近
代
化
』（
叢
文
社
，
二
〇
一
〇
年
）

を
参
考
に
し
た
。 



 

 

6歳 12歳 15歳 17歳

1900年 107 133.9 152.1 157.9

1910年 107 133.6 152.7 159.1

1920年 107 134.8 154.2 160

1930年 108.1 137.1 156.2 161

1939年 109.1 137.8 158.1 162.5

1948年 108.1 135 152.7 160.6

1958年 110.9 140.8 160.3 164.3

1968年 114.1 146.2 164.3 167.3

1978年 115.7 149.6 166.6 169.3

1988年 116.7 150.9 167.7 170.3

1998年 116.8 152.7 168.5 170.9

2008年 116.7 152.6 168.3 170.7

2009年 116.7 152.5 168.5 170.8

（表１）年齢別平均身長の推移（男）(cm)

 

 

6歳 12歳 15歳 17歳

1900年 104.8 133 144.8 147

1910年 105.8 133.6 147 148.8

1920年 105.8 136.1 148.2 149.7

1930年 106.9 138.4 149.6 150.7

1939年 108.1 138.8 150.7 152.5

1948年 107.3 136.1 149.1 152.1

1958年 109.9 142.8 152.3 153.5

1968年 113.1 147.6 154.7 155.3

1978年 114.6 150.4 156.1 156.6

1988年 115.9 151.2 157 157.8

1998年 115.9 152.1 157.4 158.1

2008年 115.8 152.1 157.3 158

2009年 115.8 151.9 157.3 157.9

(表２）年齢別平均身長の推移（女）(cm)

 

   

6歳 12歳 15歳 17歳

1900年 17 29 43 50

1910年 17.5 29.8 44.6 51.4

1920年 17.6 30.5 45.2 51.8

1930年 17.9 31.8 47.1 53

1939年 18.5 32.5 48.6 53.9

1948年 18.4 31.4 44 51.7

1958年 18.9 34 50.4 55.7

1968年 19.9 37.9 53.5 57.9

1978年 20.7 41 56.2 59.9

1988年 21.4 42.9 58.5 61.8

1998年 21.7 44.9 59.7 62.7

2008年 21.5 44.5 59.8 63.4

2009年 21.5 44.2 59.5 63.1

（表３）年齢別平均体重の推移（男）(kg)

 

 

6歳 12歳 15歳 17歳

1900年 17 30 42 47

1910年 17 31.2 42.9 46.8

1920年 17 31.3 43.4 47.4

1930年 17.3 33.2 45 48.1

1939年 17.7 33.7 45 48.8

1948年 17.9 32.2 43.9 49.1

1958年 18.4 36.4 47.6 50.3

1968年 19.4 39.9 49.8 51.7

1978年 20.1 42.2 51 52

1988年 20.9 43.6 52 52.7

1998年 21.3 44.9 52.1 53.1

2008年 21 44.2 52 53.2

2009年 21 43.8 51.6 52.9

(表４）年齢別平均体重の推移（女）(kg)
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政
府
統
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窓
口
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二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日
ア
ク
セ
ス
）
よ
り
筆
者
作
成
。 

元
の
表
は
「
生
徒
児
童
身
体
検
査
統
計
」（
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
三
九
年
）
、
「
学
校

衛
生
統
計
」（
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
九
年
）
、「
学
校
保
健
統
計
調
査
」（
一
九
六
〇

年
以
降
）
と
し
て
実
施
さ
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

２ 

ウ
ー
グ
・
ク
ラ
フ
ト
著 

後
藤
和
雄
編
，『
ボ
ン
ジ
ュ
ー
ル 

ジ
ャ
ポ
ン 

フ
ラ
ン

ス
青
年
が
活
写
し
た
一
八
八
二
年
』
，
朝
日
新
聞
社
，
一
九
九
八
年
。 

３ 

『
別
冊 

太
陽
』
，
「
ビ
ゴ
ー
が
み
た
世
紀
末
ニ
ッ
ポ
ン
」
（
清
水 

勲
監
修
）
，
Ｎ

ｏ.

九
五 A

utu
mn
 

一
九
九
六
，
平
凡
社
。 

４ 

『
東
京
・
神
戸
間
の
鉄
道
』，
シ
リ
ー
ズ
画
集
『
日
本
人
生
活
の
ユ
ー
モ
ア
』
，
一

八
九
九
年
（
『
別
冊 

太
陽
』，
前
掲
よ
り
）。 

５ 

全
日
制
勤
務
の
軍
隊
。 

６ 

常
備
軍
三
年
の
の
ち
、
年
に
一
度
の
短
期
勤
務
の
義
務
を
負
う
。
戦
時
に
は
常
備

軍
に
組
み
入
れ
る
と
し
た
。 

７ 

第
一
後
備
軍
を
終
わ
っ
た
後
の
勤
務
義
務
の
な
い
二
年
間
。
平
時
は
招
集
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
戦
時
に
は
招
集
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。 

８ 

「
七
年
十
二
月
制
定
の
「
徴
兵
令
参
考
」
第
四
条
に
、「
徴
兵
ノ
身
幹
ハ
、
五
尺
一

寸
以
上
ノ
定
則
ト
雖
モ
、
土
地
人
種
ニ
由
リ
、
定
尺
ニ
当
ル
者
十
ガ
一
ヲ
得
ル
能
ハ
ズ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
当
時
の
日
本
人
の
体
位
か
ら
み
て
か
な
り
高
い
水
準
で

あ
っ
た
。
」
（『
日
本
近
代
思
想
大
系
四 

軍
隊 

兵
士
』
，
岩
波
書
店
，
一
九
八
九
年
，

七
五
頁
） 

９ 

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
二
月
に
公
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
十
条
「
日

本
臣
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
兵
役
ノ
義
務
ヲ
有
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
照
応
す
る
。 

１
０ 

現
役
は
満
二
〇
歳
以
上
で
陸
軍
三
年
、
海
軍
は
四
年
。
現
役
が
終
わ
れ
ば
予
備
役

と
し
て
陸
軍
四
年
、
海
軍
三
年
。
後
備
兵
役
は
五
年
。
常
備
兵
役
、
後
備
兵
役
に
服
し

て
い
な
い
満
一
七
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
が
国
民
兵
役
と
さ
れ
た
。 

１
１ 

大
江
志
乃
夫
，『
徴
兵
制
』，
岩
波
新
書
（
黄
版
）
一
四
三
，
一
九
八
一
年
，
八
四

                                        
 

頁
。 

１
２ 

甲
種
、
乙
種
、
丙
種
は
、
徴
兵
検
査
に
お
け
る
身
体
上
の
区
分
で
、
出
身
階
層
や

身
分
の
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
出
身
階
層
の
相
違
が
色
濃
く
反
映

し
た
。
筋
骨
薄
弱
は
甲
種
合
格
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
肉
体
労
働
に
従
事
し
な

い
階
層
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
近
視
は
丙
種
と
さ
れ
た
が
、
近
視
は
高
学
歴

者
に
多
か
っ
た
。
丙
種
合
格
で
国
民
兵
役
に
服
す
る
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
免
役
に

も
等
し
か
っ
た
（
大
江
志
乃
夫
，『
徴
兵
制
』
，
岩
波
新
書
（
黄
版
）
一
四
三
，
一
九
八

一
年
，
八
七
頁
）
。 

１
３ 

『
日
本
人
生
活
の
ユ
ー
モ
ア
画
集
』
第
二
集
，『
兵
士
の
一
日
』
，
明
治
三
二
年
（
清

水
勲
，
『
ビ
ゴ
ー
日
本
素
描
集
』
，
岩
波
文
庫
，
一
九
八
六
年
よ
り
）
。 

１
４ 

『
日
本
人
生
活
の
ユ
ー
モ
ア
画
集
』
第
２
集
，『
兵
士
の
一
日
』
，
明
治
三
二
年
（
芳

賀
徹
・
清
水
勲
・
酒
井
忠
康
・
川
本
皓
嗣
編
，
『
ビ
ゴ
ー
素
描
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１ 

‐

明
治
の
風
俗
‐
』
，
岩
波
書
店
，
一
九
八
九
年
よ
り
）
。 

１
５ 

な
お
、
軍
人
の
精
神
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
、
明

治
天
皇
が
軍
隊
に
下
賜
し
た
軍
人
勅
諭
の
影
響
が
大
き
い
。
「
忠
節
、
礼
儀
、
武
勇
、

信
義
、
質
素
」
の
五
つ
が
軍
隊
に
お
け
る
基
本
的
な
徳
目
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦

終
戦
ま
で
、
軍
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
。 

１
６ 

本
章
に
お
け
る
法
令
の
引
用
は
す
べ
て
、
教
育
史
編
纂
会
，
『
明
治
以
降
教
育
制

度
発
達
史
』
，
教
育
資
料
調
査
会
，
一
九
三
八
年
に
よ
る
。 

１
７ 

図
６
に
『
榭
中
体
操
法
図
』
を
示
す
（
岸
野
雄
三
監
修 

大
場
和
義
解
説
，
『
近

代
体
育
文
献
集
成
』
第
Ⅰ
期 

第
八
巻
体
操
Ⅰ
，
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
，
昭
和
五
七
年
，

袋
入,

一
枚
も
の,

原
版
は
Ｂ
２
版
）
。 

１
８ 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
四
月
二
八
日
、
全
二
一
三
章
が
整
っ
た
（
山
住
正
己
，

『
日
本
教
育
小
史
』
，
岩
波
新
書
，
一
九
八
七
年
）
。 

１
９ 
教
育
令
が
自
由
主
義
す
ぎ
た
た
め
、
翌
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
、
中
央
統

制
の
強
い
も
の
に
改
正
さ
れ
た
。 

２
０ 

小
学
校
教
則
綱
領
で
は
小
学
校
は
、
初
等
、
中
等
、
高
等
の
三
等
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。 

２
１ 

こ
れ
は
一
六
条
か
ら
な
る
簡
素
な
も
の
だ
っ
た
。 

２
２ 

森
は
、
小
学
校
令
を
ご
く
簡
潔
な
も
の
に
と
ど
め
た
。
結
果
、
「
制
度
は
整
備
さ



 

 

                                        
 

れ
て
も
、
目
指
す
べ
き
人
間
像
が
鮮
明
さ
を
欠
く
と
い
う
弱
点
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

森
は
そ
の
開
明
性
の
故
に
、
憲
法
発
布
の
朝
、
刺
殺
さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
の
人
間
像
を

政
府
の
手
で
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
り
、
教
育
勅
語
発
布
へ
と
す
す
ん
で

い
っ
た
」（
山
住
正
巳
，
『
教
育
勅
語
』
，
朝
日
新
聞
社
，
朝
日
選
書
一
五
四
，
一
九
八

〇
年
，
三
九
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
小
学
校
令
で
は
、
具
体
的
な
目
指
す

べ
き
理
想
像
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
以
降
の
小
学
校
令
が
、
目
指
す
べ

き
理
想
像
、
つ
ま
り
身
体
観
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
う
考
察
も
可

能
で
あ
ろ
う
。 

２
３ 

『
公
文
類
聚
』
第
二
十
四
編
，
明
治
三
三
年
。 

２
４ 

三
島
通
良
，「
改
正
小
学
校
令
に
於
け
る
学
校
衛
生
」，『
教
育
公
報
』
，
第
一
四
一

号
，
一
九
〇
〇
年
，
三
～
五
頁 

２
５ 

三
島
は
、
兵
式
体
操
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。 

学
校
衛
生
学
上
よ
り
認
む
る
所
に
於
て
は
、
完
全
の
身
体
を
作
る
に
は 

普
通

体
操
に
如
く
も
の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
の
で
ご
ざ
り
ま
す 

兵
式
体
操
と
云
ふ
も
の
は
、

既
に
一
の
技
芸
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
身
体
を
作
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
当

つ
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
…
…
中
略
…
…
も
つ
と
世
の
中
が
進
歩
し
た
な
ら
ば
、
小
学

校
の
兵
式
体
操
を
全
廃
す
る
と
云
ふ
時
代
が
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
（
三
島
，
同

上
，
五
頁
）
。 

三
島
は
、
兵
役
に
適
す
る
「
完
全
の
身
体
」
を
作
る
た
め
に
学
校
衛
生
、
普
通
体
操

の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
の
は
、
三
島
は
兵
式
体
操
を
身
体
形
成

の
手
段
と
し
て
み
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
技
芸
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
三
島

個
人
は
、
学
校
に
お
け
る
兵
式
体
操
に
は
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

２
６ 

内
藤
耻
叟
，「
幼
年
雑
誌
の
開
刊
を
賀
す
」
，『
幼
年
雑
誌
』
，
第
一
巻
第
一
号
，
明

治
二
四
年
一
月
。 

２
７ 

内
藤
耻
叟
，「
幼
年
の
心
得
」
，『
幼
年
雑
誌
』
，
第
一
巻
第
二
号
，
明
治
二
四
年
一

月
。 

２
８ 

高
槻
純
之
助
，「
府
縣
会
」，『
幼
年
雑
誌
』，
第
一
巻
第
三
号
，
明
治
二
四
年
二
月
。 

２
９ 

濱
田
助
次
，「
帝
國
臣
民
ノ
義
務
」
，『
日
本
之
少
年
』，
第
六
巻
第
一
六
号
，
明
治

二
七
年
八
月
。 

３
０ 

学
校
医
，「
身
体
を
丈
夫
に
す
る
事
」
，『
少
年
世
界
』，
第
七
巻
第
一
一
号
，
明
治

                                        
 

三
四
年
八
月 

３
１ 

浦
畑
瞭
太
郎
，「
体
力
ヲ
養
フ
ベ
シ
」
，『
幼
年
雑
誌
』
，
第
一
巻
第
一
五
号
，
明
治

二
四
年
八
月
。 

３
２ 

中
村
平
輔
，「
少
年
衛
生
談
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
一
巻
第
二
三
号
，
明
治
二
八
年

一
二
月
。 

３
３ 

矢
島
慶
，「
健
康
は
立
国
の
基
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
二
巻
第
一
七
号
，
明
治
二
九

年 ３
４ 

荒
木
晋
三
郎
，「
運
動
の
楽
し
み
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
六
巻
第
一
三
号
，
明
治
三

三
年
一
一
月
。 

３
５ 

石
橋
思
案
，「
新
聞
ご
ッ
こ
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
九
巻
第
一
号
，
明
治
三
六
年
一

月
。 

３
６ 

藤
田
景
壽
，「
体
操
」
，『
幼
年
雑
誌
』
，
第
一
巻
第
二
三
号
，
明
治
二
四
年
一
二
月
。 

３
７ 

「
身
体
の
鍛
錬
」
，
『
少
年
世
界
』
，
第
一
三
巻
第
三
号
，
明
治
四
〇
年
二
月 

３
８ 

多
賀
宗
之
，「
兵
卒
時
代
（
軍
事
談
）
上 

国
民
義
務
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
六
巻

一
号
，
明
治
三
三
年
一
月
。 

３
９ 

小
波
，
「
記
者
消
息
」
，
『
少
年
世
界
』
，
第
一
〇
巻
四
号
，
明
治
三
七
年
三
月
。 

４
０ 

竹
貫
直
人
，「
軍
国
の
少
年
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
一
〇
巻
五
号
，
明
治
三
七
年
四

月
。 

４
１ 

巌
谷
小
波
，「
小
波
小
言 

死
の
価
値
」，『
少
年
世
界
』
，
第
一
〇
巻
八
号
，
明
治

三
七
年
六
月
。 

４
２ 

高
岡
清
次
，「
法
律
と
道
徳
」
，『
少
年
世
界
』
，
第
一
三
巻
一
二
号
，
明
治
四
〇
年

九
月
。 

４
３ 

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
兵
士
と
し
て
の
身
体
を
理
想
と
す
る
記
事
が
頻
繁
に
紙
面

に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
で
あ
る
少
年
た
ち
に
と
っ
て
は
、
国
家
の
た
め

の
身
体
（
兵
士
と
な
る
身
体
）
と
い
う
意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
考
察
も
可
能
で

あ
ろ
う
。 

４
４ 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
，
白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
，
『
増
補 

想
像

の
共
同
体
』
，
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
，
一
九
九
七
年
，
四
七
―
八
七
頁
。 

４
５ 

「
共
同
体
」
は
「
個
」
の
存
在
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
は
、
共

同
性
を
持
つ
「
他
者
」
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
自
己
と
し
て
確
認
で
き



 

 

                                        
 

る
。「
個
」
の
根
拠
は
、「
他
者
」
を
自
ら
の
映
し
鏡
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
確
立
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
共
同
体
」
は
「
個
」
に
優
先
す
る
。
「
共
同
体
」
の

存
在
に
よ
っ
て
「
個
」
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
「
わ
た
し
」
の
存
在
は
「
わ
た

し
」
の
存
在
を
確
認
す
る
「
他
者
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
人
間
が
単
数
で
存

在
で
き
な
い
以
上
、
「
共
同
体
」
の
存
在
が
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
）。 

ま
た
「
共
同
体
」
は
、
他
の
「
共
同
体
」
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
共
同
体
」
の
存
在
を
確
認
す
る
。「
他
者
」
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
「
自

己
」
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る 


